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全国労働衛生週間 労働局長メッセージ 

 

千葉労働局長 江原由明  

 

本年度も 10月１日（土）から７日（金）まで、全国労働衛生週間を実施いた

します。 

今年度は、 

「あなたの健康があってこそ  笑顔があふれる健康職場」  

をスローガンとして、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主

的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとしています。 

 

さて、千葉県内における労働者の健康をめぐる状況は、令和３年度の過労死等

事案の労災支給件数が 40件と過去最多となっており、過労死等の根絶には程遠

い状況となっています。過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相ま

って、長時間労働による健康障害防止対策やメンタルヘルス対策を積極的に推

進していくことが必要です。 

加えて、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害が、

本年７月末現在、県内の労働災害全体の約４割を占めており、看過できない状況

となっています。職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「取

組の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策の徹底を

継続していただきますようお願いいたします。 

 

現在、国を挙げて働き方改革を進めており、その一環として、人生 100年時代

に向けて高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりを進めています。

その１つとして、エイジフレンドリーガイドラインを活用した取組をお願いし

ているところですが、増加傾向にある転倒・腰痛災害を予防するためにも、若年

期からの健康づくりに取り組んでいただくことが重要です。 

また、日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いてい

る中で、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への支援の必要性が高まって

います。適切な就業上の措置や治療に対する配慮が行われるよう、治療と仕事の

両立支援について国のサポート事業等を活用いただき、職場環境の整備を進め

ていただきたいと思います。 

 

今般、化学物質による健康障害を防止するため、関係法令が改正されました。 

国内で輸入、製造、使用されている化学物質には危険性や有害性が不明なもの

が多く含まれていますが、化学物質による労働災害（がん等の遅発性疾病を除

く。）のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別則で規制されていない物質に

当局ＨＰ全国労働衛生週間特設ページに掲載してよろしいか。【至急】 
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よる災害が全体の８割を占めており、また、がん等の遅発性疾病も後を絶たない

状況となっています。各事業場においては、特別規則の対象となっていない化学

物質による労働災害を防止するため、リスクアセスメントとその結果に基づく

リスク低減対策を着実に取り組んでいただくようお願いいたします。 

また、建築物の解体等の工事については、令和２年の改正石綿障害予防規則に

より事前調査の適正化が図られています。事前調査者に係る資格要件について

は令和５年 10月１日から適用されますので、関係事業者は適用日までに講習を

修了した調査者を確保するなど適切なご対応をお願いいたします。 

 

折しも、今年は労働安全衛生法施行 50周年という節目の年となります。 

労働安全衛生法の目的が、「職場における労働者の安全と健康を確保するとと

もに、快適な作業環境の形成を促進する」としていることを、今一度ご認識いた

だき、この全国労働衛生週間を機に、労使一致協力して、事業場における労働衛

生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図っていただ

くようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


